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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月2日(2016.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔ケア器具であって、
　ハンドルと、
　前記ハンドルに連結されたヘッドと、
　前記ヘッドから延在する少なくとも１束の毛束を備え、前記少なくとも１束の毛束は、
共押し出しされたコア部及びシース部を備える少なくとも１本の複数構成部ブラシ毛を有
し、前記シース部は前記コア部の第１の部分を包囲し、前記コア部の第２の部分は、前記
複数構成部ブラシ毛の先端部において前記シース部から突出しており、
　前記シース部は、第１のプラスチックを備え、
　前記コア部は、第２のプラスチックを備え、
　前記コア及びシース部のうちの一方は、口腔ケア添加剤を備え、前記コア及びシース部
のうちの他方は、口腔ケア添加剤を有さない前記口腔ケア器具。
【請求項２】
　前記コア部は、前記口腔ケア添加剤を含有し、前記シース部は、前記口腔ケア添加剤を
含有しない請求項１に記載の口腔ケア器具。
【請求項３】
　前記シース部は、前記口腔ケア添加剤を含有し、前記コア部は、前記口腔ケア添加剤を
含有しない請求項１に記載の口腔ケア器具。
【請求項４】
　複数構成部ブラシ毛であって、
　コア部と、
　シース部と、を備え、
　前記シース部は前記コア部の第１の部分を包囲し、前記コア部の第２の部分は、前記複
数構成部ブラシ毛の先端部において前記シース部から突出しており、
　前記シース部は第１のプラスチックと第１の口腔ケア添加剤を有し、
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　前記コア部は第２のプラスチックと第２の口腔ケア添加剤を有し、
　前記第１の口腔ケア添加剤は、前記第２の口腔ケア添加剤とは異なる前記複数構成部ブ
ラシ毛。
【請求項５】
　前記第１と第２のプラスチックは、それぞれエッチング液で侵食可能である請求項４に
記載の複数構成部ブラシ毛。
【請求項６】
　前記複数構成部ブラシ毛の先端部は、自由端に向かって移動すると横断面積が減少する
円錐形状を有する請求項４から５のいずれか１つに記載の複数構成部ブラシ毛。
【請求項７】
　前記第１のプラスチックは、エッチング液によって侵食可能であり、前記第２のプラス
チックは、エッチング液に対して化学的に耐性を有する請求項４から６のいずれか１つに
記載の複数構成部ブラシ毛。
【請求項８】
　前記第１の口腔ケア添加剤は、前記第１のプラスチックに混合された粒子の形態であり
、前記第２の口腔ケア添加剤は、前記第２のプラスチックに混合した粒子の形態である請
求項４から７のいずれか１つに記載の複数構成部ブラシ毛。
【請求項９】
　前記第１と第２の口腔ケア添加剤はそれぞれ、松の木の抽出物と塩の混合物、茶葉抽出
物、真珠粉、ネフライトパウダー、チャコールパウダー及び抗バクテリア剤からなる群か
ら選択される請求項４から８のいずれか１つに記載の複数構成部ブラシ毛。
【請求項１０】
　前記第１の口腔ケア添加剤は、第１のキャリヤによって保持され、前記第２の口腔ケア
添加剤は第２のキャリヤによって保持される請求項４から９のいずれか１つに記載の複数
構成部ブラシ毛。
【請求項１１】
　前記第１のキャリヤは、前記第１のプラスチックより溶融温度が高く、前記第２のキャ
リヤは、前記第２のプラスチックより溶融温度が高い、請求項１０に記載の複数構成部ブ
ラシ毛。
【請求項１２】
　口腔ケア器具であって、
　ハンドルと、
　前記ハンドルに連結されたヘッドと、
　前記ヘッドから延在する少なくとも１束の毛束であって、前記少なくとも１束の毛束は
、請求項４から１１のいずれか１つに記載の、少なくとも１本の複数構成部ブラシ毛を含
む、前記少なくとも１束の毛束と、を備える、口腔ケア器具。
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